
障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく以下の計画について、中間見直し・策定を行う。

岡山市障害者プラン及び第７期岡山市障害福祉計画・第３期
・第３期岡山市障害児福祉計画の策定について・第・第第３

・国の障害者基本計画及び県の障害者計画を基本とするとともに、本市における障害者の状況等を踏ま
え策定する障害者のための施策に関する基本的な計画。

・岡山市では「障害者プラン」の名称で策定しており、現行の岡山市障害者プランは、平成３年度から
令和８年度までの６か年計画として策定しているが、障害福祉計画の策定に合わせて、６年度から８
年度までについて、中間見直しを行う。

・国が定める基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者総合支援法に基づく
業務の円滑な実施に関して策定する計画。

・施設入所者の地域生活への移行等、成果目標を定めるほか、障害福祉サービス、相談支援及び地域生
活支援事業の見込量等を定める。

・第７期は、令和６年度から８年度を計画期間とする。

・国が定める基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他事業の円滑
な実施に関して策定する計画。

・障害児支援の提供体制について成果目標を定めるほか、障害児通所支援及び相談支援の見込量を定める。
・第３期は、令和６年度から８年度を計画期間とする。

１岡山市障害者プラン（根拠法令：障害者基本法第１１条）

２第７期岡山市障害福祉計画（根拠法令：障害者総合支援法第８８条）

３第３期岡山市障害児福祉計画（根拠法令：児童福祉法第３３条の２０）

令和５年度第1回
岡山市障害者施策推進協議会

令和５年５月１８日

資 料 １

・国の障害者基本計画及び県の障害者計画を基本とするとともに、本市における障害者の状況等を踏ま
え策定する障害者のための施策に関する基本的な計画。

・岡山市では「障害者プラン」の名称で策定しており、現行の岡山市障害者プランは、令和３年度から
令和８年度までの６か年計画として策定しているが、障害福祉計画の策定に合わせて、６年度から８
年度までについて、中間見直しを行う。

・国が定める基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者総合支援法に基づく
業務の円滑な実施に関して策定する計画。

・施設入所者の地域生活への移行等、成果目標を定めるほか、障害福祉サービス、相談支援及び地域生
活支援事業の見込量等を定める。

・第７期は、令和６年度から８年度を計画期間とする。

・国が定める基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他事業の円滑
な実施に関して策定する計画。

・障害児支援の提供体制について成果目標を定めるほか、障害児通所支援及び相談支援の見込量を定める。
・第３期は、令和６年度から８年度を計画期間とする。
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障害福祉計画・障害者プランの策定経過

国 岡山県 岡山市

平成２１年度 ２１年度

平成２２年度 ２２年度

平成２３年度 ２３年度

平成２４年度 ２４年度

平成２５年度 ２５年度

平成２６年度 ２６年度

平成２７年度 ２７年度

平成２８年度 ２８年度

平成２９年度 ２９年度

平成３０年度 ３０年度

令和元年度 元年度

令和２年度 ２年度

令和３年度 ３年度

令和４年度 ４年度

令和５年度 ５年度

令和６年度 ６年度

令和７年度 ７年度

令和８年度 ８年度

※岡山県第4期障害者計画の期間につき、5年→3年に改訂

第６期計画
・第２期障害児福祉計画

（令和3～5年度）

障害者基本計画
(第４次)

（平成30～令和4年度）

第３期
岡山県障害者計画

（平成28～令和2年度）

(中間見直し）

第５期計画
・第1期障害児福祉計画
(平成30～令和2年度)

障害者プラン
（令和3～8年度）

第4期
岡山県障害者計画
（令和3～7年度※）

第5期
岡山県障害者計画

(仮称）
（令和6～10年度）

第７期計画
・第３期障害児福祉計画

（令和6～8年度）

(中間見直し）障害者基本計画
（第5次）

（令和5～令和9年度)

障害者計画
障害福祉計画・障害児福祉計画
（障害児福祉計画は平成30年度から）

第２期計画
(平成21～23年度)

第２期
岡山県障害者計画
（平成23～27年度）

第３期計画
(平成24～26年度)

障害者基本計画
(第2次)

(平成15～24年度)

岡山県障害者
長期計画

(平成11～22年度) 障害者プラン
(平成20～24年度)

障害者基本計画
(第3次)

(平成25～29年度)

（２年間延長）

障害者プラン
(平成27～令和2年度)

第４期計画
(平成27～29年度)
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岡山市障害者プラン

市の障害者施策全般に係る基本的な計画

障害福祉計画（第7期）・障害児福祉計画（第3期）

障害福祉サービス等の目標及び
提供量の見込等を定める計画

自立した生活の支援・意思決定支援の推進 保健・医療の推進
教育の振興 雇用・就業、経済的自立の支援 情報の利用のしやすさ向上
及び意思疎通支援の充実 安全・安心な生活環境の整備
防災、防犯等の推進 差別の解消及び権利擁護の推進 など

・施設入所者の地域生活への移行
・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築
・地域生活支援拠点等が有する機能の充実
・福祉施設から一般就労への移行等
・障害児通所支援等の地域支援体制の整備
・相談支援体制の充実強化等
・障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築

・障害福祉サービス等 ・障害児通所支援等 ・地域生活支援事業

目標

岡山市第六次総合計画

国
障害者基本計画

岡山県
障害者基本計画

国
障害福祉計画及び
障害児福祉計画に
係る基本指針

基本とし策定

即して策定

個別計画

一体的に策定

調和

提供量の見込

他の個別計画

介護保険事業計画

子ども・子育て
支援事業計画

等

岡山市地域共生社会推進計画（地域福祉計画）

他の計画等との関係
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岡山市障害者プラン
障害福祉計画・障害児福祉計画

パブリックコメント
障害者施策推進協議会

自立支援協議会

自立支援協議会
障害福祉計画ワーキンググループ庁内関係課

障害者プラン

障害児者に対するアンケート調査

障害福祉計画・障害児福祉計画

データ データ

（６～９月）

（１０～１１月）

（１２～２月）

（３月）

素 案

連 携

岡山市障害者プラン及び第７期障害福祉計画
・第３期障害児福祉計画の策定体制
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第６期障害福祉計画の目標数値の達成状況

１　福祉施設の入所者の地域生活への移行

２年度

数値 数値 目標との差 数値 目標との差

地域生活移行者数 ３４人
令和２年度から令和５年度末までの間で施設入所か
ら地域生活に移行する者の人数

-

施設入所者数の減 １０人
令和元年度末の施設入所者５６５人からの減少数
（令和５年度末）

△5 △18 △２８ 2 △８ ※5.3暫定数値

４　福祉施設から一般就労への移行等

２年度

数値 数値 目標との差 数値 目標との差

福祉施設から一般就
労への移行者数

１８５人
令和５年度中に福祉施設利用者のうち一般就労へ
移行する者の人数

156 177 △ 8 202 17 ※5.3暫定数値

就労定着支援事業の
利用者割合

７割
令和５年度中に就労移行支援事業等を通じて一般就労
に移行する者に占める就労定着支援事業利用者の割合

21.1% 18.6% -51.4% 15.8% -54.2% ※5.3暫定数値

就労定着率８割以上
の就労定着支援事業
所数

７割以上
就労定着支援事業所のうち、職場定着率が8割以上
の事業所の割合

92.9% 88.2% 18.2% 93.8% 23.8%

※就労定着率の報告は、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、当該年度の実績を用いないことも可能としている

５　障害児支援の提供体制の整備等

２年度

数値 数値 目標との差 数値 目標との差

児 童 発 達 支 援 セ ン
ターの設置数

5箇所 - 5 5 0 5 0

保育所等訪問支援を
実施する事業所数

15箇所 - 12 17 2 21 6

2箇所 児童発達支援事業所数 2 2 0 5 3

3箇所 放課後等デイサービス事業所数 3 5 2 7 4

４年度

主に重症心身障害児
を支援する児童発達
支援事業所及び放課
後デイサービス事業所
数

項　　目 目標値 説　　　　明
３年度

３年度 ４年度

項　　目 目標値 説　　　　明
３年度 ４年度

項　　目 目標値 説　　　　明

第６期障害福祉計画の目標数値の達成状況

調査予定、
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障害者福祉計画のサービス見込量に対する実績(年度末の月ごとの利用人数)

１　訪問系サービス

５年度
人数 見込と実績の差 人数 見込と実績の差 人数

見込量 1,416 1,521 1,626 1,561 1,644 1,732
実績 1,299 1,407 1,477 1,507 1,570

見込量 126 130 134 124 127 131
実績 119 113 116 120 110

見込量 100 103 106 121 125 130
実績 116 116 116 120 127

見込量 38 40 42 49 53 57
実績 43 41 53 57 63

２　日中活動系サービス

５年度
人数 見込と実績の差 人数 見込と実績の差 人数

見込量 1,226 1,261 1,296 1,272 1,297 1,322
実績 1,233 1,224 1,280 1,302 1,328

見込量 2 4 6 5 5 5
実績 5 4 4 1 3

見込量 55 60 65 70 72 74
実績 68 66 70 80 83

見込量 168 178 188 289 299 310
実績 176 238 249 263 287

見込量 1,383 1,438 1,488 1,180 1,180 1,180
実績 1,185 1,172 1,197 1,169 1,098

見込量 1,184 1,234 1,284 1,338 1,396 1,456
実績 1,186 1,230 1,314 1,426 1,566

見込量 40 60 76 156 234 351
実績 46 87 118 132 116

見込量 165 165 165 170 170 170
実績 166 166 165 172 177

見込量 205 221 237 320 336 353
実績 256 216 217 228 306

見込量 81 88 95 77 82 87
実績 61 10 43 19 34

※４年度はR5.3暫定数値を含む

サービスの種類 区分
第５期計画 第６期計画

30年度 元年度 2年度
3年度

同行援護 △ 1 2

行動援護 8 10

４年度

居宅介護 △ 54 △ 74

重度訪問介護 △ 4 △ 17

生活介護 30 31

自立訓練(機能訓練) △ 4 △ 2

サービスの種類 区分
第５期計画 第６期計画

30年度 元年度 2年度
3年度 ４年度

就労継続支援A型 △ 11 △ 82

就労継続支援B型 88 170

自立訓練(生活訓練) 10 11

就労移行支援　　 △ 26 △ 12

短期入所（福祉型） △ 92 △ 30

短期入所（医療型） △ 58 △ 48

就労定着支援 △ 24 △ 118

療養介護 2 7

障害者福祉計画のサービス見込量に対する実績(年度末の月ごとの利用人数)
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３　居住系サービス

５年度
人数 見込と実績の差 人数 見込と実績の差 人数

見込量 10 15 20 19 23 29
実績 0 6 13 20 10

見込量 508 538 568 592 651 716
実績 498 505 554 605 672

見込量 586 583 580 562 559 555
実績 578 565 570 583 563

４　相談支援

５年度
人数 見込と実績の差 人数 見込と実績の差 人数

見込量 627 667 707 1017 1121 1235
実績 670 910 1,037 1123 1221

見込量 3 5 7 15 23 34
実績 6 6 6 11 16

見込量 65 70 75 126 137 149
実績 84 106 127 139 137

５　障害児支援

５年度
人数 見込と実績の差 人数 見込と実績の差 人数

見込量 1,082 1,112 1,132 1,786 1,965 2,162
実績 1,354 1,428 1,548 1,688 1849

見込量 10 10 10 5 5 5
実績 3 2 0 0 1

見込量 1,490 1,690 1,905 2,287 2,515 2,767
実績 1,618 1,771 2,092 2,333 2,712

見込量 35 40 45 36 40 44
実績 24 12 26 33 43

見込量 5 10 15 5 5 5
実績 0 0 0 1 2

障害児入所施設 見込量 105 105 105 45 45 45
(福祉型） 実績 88 78 78 41 42

障害児入所施設 見込量 35 35 35
(医療型） 実績 27 29

△ 8 △ 6

サービスの種類 区分
第５期計画 第６期計画

30年度 元年度 2年度
3年度 ４年度

自立生活援助 1 △ 13

共同生活援助 13 21

施設入所支援 21 4

地域定着支援 13 0

元年度 2年度
3年度 ４年度

計画相談支援 106 100

サービスの種類 区分
第５期計画 第６期計画

30年度

地域移行支援 △ 4 △ 7

児童発達支援 △ 98 △ 116

医療型児童発達支援 △ 5 △ 4

サービスの種類等 区分
第５期計画 第６期計画

30年度 元年度 2年度
3年度 ４年度

居宅訪問型児童発達支援 △ 4 △ 3

△ 4 △ 3

放課後等デイサービス 46 197

保育所等訪問支援 △ 3 3

第5期計画につき、福祉型・医療型の

合計を計上
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５　障害児支援(続き）

５年度
人数 見込と実績の差 人数 見込と実績の差 人数

見込量 228 268 308 300 346 398
実績 197 226 288 296 358

見込量 2 3 4 5 6 7

実績 0 0 0 6 6

見込量 623 685 753 1,303 1,337 1,370
実績 877 952 1,079 1,153 1,203

見込量 639 689 719 728 750 773
実績 611 675 729 818 843

６　発達障害者等に対する支援

５年度
回数/件数 見込と実績の差 回数/件数 見込と実績の差 回数/件数

見込量 1 1 1 1 1 1

実績 1 0 1 1 1

見込量 3,360 3,600 3,840 2,600 2,600 2,600

実績 2,591 2,592 2,530 2,995 3,475

見込量 60 70 80 80 80 80

実績 41 52 30 80 67

見込量 100 100 100 80 80 100

実績 121 82 56 73 77

７　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

５年度
回数/人数 見込と実績の差 回数/人数 見込と実績の差 回数/人数

見込量 1 1 1

実績 1 1 1 1

見込量 15 15 15

実績 9 8 13 11

保健、医療及び福祉関係者に
よる協議の場の開催回数

0 0

保健、医療及び福祉関係者による
協議の場への関係者の参加者数 △ 2 △ 4

医療的ケア児に対する関連分
野の支援を調整するコーディ
ネーターの配置数

1

サービスの種類等 区分
第５期計画 第６期計画

30年度 元年度 2年度
3年度 ４年度

0

保育所・認定こども園
（障害児）

△ 150 △ 134

サービスの種類等 区分
第５期計画 第６期計画

30年度 元年度 2年度
3年度 ４年度

障害児相談支援 △ 4 12

サービスの種類 区分
第５期計画 第６期計画

放課後児童健全育成事業
（障害児）

90 93

30年度 元年度 2年度
3年度 ４年度

発達障害者支援地域協議会の
開催（開催回数） 0 0

発達障害者支援センター及び発達障
害者地域支援マネジャーの外部機関や
地域住民への研修、啓発（研修・啓発
件数）

△ 7 △ 3

発達障害者支援センターによる
相談支援（相談件数） 395 875

発達障害者支援センター及び発達
障害者地域支援マネジャーの関係
機関への助言（助言件数）

0 △ 13
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７　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(続き）

５年度
回数/人数 見込と実績の差 回数/人数 見込と実績の差 回数/人数

見込量 1 1 1

実績 0 0 0 0

見込量 7 7 7
実績 5 6 4 11 15

見込量 84 92 100
実績 64 80 104 108 105

見込量 134 147 162
実績 113 105 115 124 156

見込量 10 10 10
実績 0 6 11 14 8

８　相談支援体制の充実・強化のための取組

５年度
有無/件数/回数 見込と実績の差 有無/件数/回数 見込と実績の差 有無/件数/回数

見込 有 有 有

実績 有 有 有 有 有

見込量 36 36 36

実績 36 36 36 49 62

見込量 12 12 12
実績 9 11 3 8 5

見込量 2 2 2
実績 2 1 1 1 3

９　障害福祉サービスの質を向上させるための取組

５年度
人数/有無・回数 見込と実績の差 人数/有無・回数 見込と実績の差 人数/有無・回数

見込 27 27 27
実績 33 27 7 0 27

見込量 有・1 有・1 有・1

実績 有・1 有・1 有・0 有・0 有・1

サービスの種類等 区分
第５期計画 第６期計画

30年度 元年度 2年度
3年度 ４年度

都道府県等が実施する各種研
修への市職員の参加人数

△ 27 0

障害者自立支援審査支払等システム等
による分析結果を活用して事業所や関
係自治体と共有する体制の有無と共有
回数

△ 1 0

地域の相談機関との連携強化
の取り組みの実施回数

△ 1 1

サービスの種類等 区分
第５期計画 第６期計画

30年度 元年度 2年度
3年度 ４年度

障害の種別や各種のニーズに対応
できる総合的・専門的な相談支援
の実施

地域の相談支援事業者への訪
問等による専門的な指導・助言
件数

13 26

地域の相談支援事業者の人材
育成の支援件数

△ 4 △ 7

4 △ 2

精神障害者の共同生活援助の
利用者数

精神障害者の自立生活援助の
利用者数

サービスの種類等 区分
第５期計画 第６期計画

30年度 元年度 2年度
3年度 ４年度

精神障害者の地域移行支援の
利用者数

4 8

精神障害者の地域定着支援の
利用者数

24 13

△ 10 9

保健、医療及び福祉関係者による
協議の場へでの目標設定及び評
価の実施回数

△ 1 △ 1
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障害福祉計画に係る国の基本指針（改正後（案））における目標数値

項 目 第７期（Ｒ6-8) 第６期（Ｒ3-5)

① 地域生活移行者数 令和４年度末施設入所者数の6％以上 令和元年度末施設入所者の6％以上

② 施設入所者数 令和４年度末の5％以上削減 令和元年度末の1.6％以上削減

項 目 第７期（Ｒ6-8) 第６期（Ｒ3-5)

① 精神障害者の精神病床から退院後1年
以内の地域における平均生活日数

325.3日以上 316日以上

② 精神病床における1年以上入院患者数 （項目の記載のみ）
10.6万人～12.3万人
（H30年度 17.2万人）

③ 精神障害者の精神病床における早期
退院率

３か月後 68.9％以上
６か月後 84.5％以上
１年後 91.0％以上

３か月後 69％以上
６か月後 86％以上
１年後 92％以上

項 目 第７期（Ｒ6-8) 第６期（Ｒ3-5)

① 地域生活拠点等の確保及び機能の
充実

地域生活支援拠点等を各市町村に整備する
とともに、コーディネーターの配置など、効果
的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築
を進め、年1回以上運用状況を検証、検討

地域生活支援拠点等を各市町村又は各圏
域に１つ以上確保しつつ、年1回以上運用状
況を検証、検討

② 強度行動障害を有する者への支援
体制

各市町村又は圏域において支援ニーズを把
握し、支援体制を整備

-

１施設入所者の地域生活への移行

２精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

３地域生活支援の充実

(新規)
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項 目 第７期（Ｒ6-8) 第６期（Ｒ3-5)

① 児童発達支援センターの設置 各市町村又は各圏域に1箇所以上
各市町村に1箇所以上
（圏域でも差し支えない）

② 障害児の地域社会への参加・包容の
推進

障害児の地域社会への参加・包容(ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮ
ﾝ)推進体制の構築（全市町村）

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築
（全市町村）

③ 難聴児の支援体制

各都道府県は難聴児支援を総合的に推進す
るための計画を策定
各都道府県及び必要に応じて政令市は難聴
児支援の中核機能を果たす体制を構築

各都道府県において、難聴児支援のための
中核機能を果たす体制を確保

項 目 第７期（Ｒ6-8) 第６期（Ｒ3-5)

① 福祉施設から一般就労への移行者数

令和３年度実績の1.28倍以上
うち、就労移行支援 ：1.31倍以上

就労継続支援A型 ：1.29倍以上
就労継続支援B型 ：1.28倍以上

令和元年度実績の1.27倍以上
うち、就労移行支援 ：1.30倍以上

就労継続支援A型 ：1.26倍以上
就労継続支援B型 ：1.23倍以上

② 一般就労へ移行した支援事業所数
就労移行支援事業利用終了者に占める一般
就労へ移行した者の割合が5割以上の就労移
行支援事業所の割合 5割以上

-

③ 就労定着支援事業の利用者数 令和3年度末実績の1.41倍以上 一般就労移行者のうち7割以上

④ 就労定着率一定割合以上の就労定着
支援事業所数

就労定着支援事業利用終了後一定期間の就
労定着率が7割以上の就労定着支援事業所
の割合
2割5分以上

就労定着率が８割以上の就労定着支援事
業所の割合

7割以上

４福祉施設から一般就労への移行等

５障害児支援の提供体制の整備等

(新規)

(政令市新規)
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項 目 第７期（Ｒ6-8) 第６期（Ｒ3-5)

① 体制構築 サービスの質の向上のための体制を構築 サービスの質の向上を図るための体制構築

項 目 第７期（Ｒ6-8) 第６期（Ｒ3-5)

④ 重症心身障害児を支援する児童発達
支援事業所等

各市町村又は各圏域に1箇所以上
各市町村に1箇所以上
（圏域でも差し支えない）

⑤ 障害児入所施設からの移行調整
各都道府県及び各政令市において障害児入所
施設からの移行調整に係る協議の場を設置

-

項 目 第７期（Ｒ6-8) 第６期（Ｒ3-5)

① 相談支援体制の充実・強化等
各市町村において、基幹相談支援センターを
設置等

各市町村又は各圏域で相談支援体制の充
実・強化等に向けた取組の実施体制を確保

② 地域サービス基盤の開発・改善等
協議会における個別事例の検討を通じた地域
サービス基盤の開発・改善等

-

６相談支援体制の充実・強化等

７障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

(５障害児支援の提供体制の整備等 続き)

(新規)
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